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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】座部が揺動したときに、座部とベースとの間に
隙間が生じないようにした椅子型マッサージ機を提供す
る。
【解決手段】床面に載置されるベース12と、該ベース12
に揺動可能に支持され被施療者の腰掛ける座部20を具え
る椅子型マッサージ機において、ベース12の前側には、
床面近傍から上向きにベース前カバー50を具え、座部21
の前側下方には、下向きに座部前カバー21を具え、ベー
ス前カバー50と座部前カバー21は、座部20がベース12に
対して揺動した状態で、常に一部が重なるように形成し
た。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面に載置されるベースと、該ベースに揺動可能に支持され被施療者の腰掛ける座部を
具える椅子型マッサージ機において、
　ベースの前側には、床面近傍から上向きにベース前カバーを具え、
　座部の前側下方には、下向きに座部前カバーを具え、
　ベース前カバーと座部前カバーは、座部がベースに対して揺動した状態で、常に一部が
重なるように形成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機。
【請求項２】
　座部前カバーは、ベース前カバーに前方から被さっている請求項１に記載の椅子型マッ
サージ機。
【請求項３】
　座部は、ベースに軸支され、軸支部を中心に揺動可能となっており、
　ベース前カバー及び座部前カバーは、軸支部を中心とする曲率の異なる曲板から構成さ
れる請求項１又は請求項２に記載の椅子型マッサージ機。
【請求項４】
　ベース前カバー又は座部前カバーの一方には、上下方向に延びるスリットが形成されて
おり、他方には、座部を揺動させたときに、スリットに対してスライドし、且つ、スリッ
トから脱落しない突起が形成されている請求項１乃至請求項３の何れかに記載の椅子型マ
ッサージ機。
【請求項５】
　ベースの外側側部には、床面近傍から上向きにベース横カバーが形成されており、
　座部の側面には、座部と一体に揺動する肘掛け部を具え、該肘掛け部は、座部の側部か
ら上向きに延び、上端が外向きに屈曲して、ベース横カバーを越えて下向きに延びる断面
略コ字状の凹所を有しており、
　座部がベースに対して揺動した状態で、肘掛け部とベース横カバーは、常に一部が重な
るように形成されている請求項１乃至請求項４の何れかに記載の椅子型マッサージ機。
【請求項６】
　座部の前端には、被施療者の脚をマッサージする脚部マッサージユニットを具えており
、
　座部前カバーには、脚部マッサージユニットに延びるケーブルを固定するクランプ部が
形成されている請求項１乃至請求項５の何れかに記載の椅子型マッサージ機。
【請求項７】
　床面に載置されるベースと、該ベースに揺動可能に支持され被施療者の腰掛ける座部と
、該座部と一体に揺動可能な肘掛け部とを具える椅子型マッサージ機において、
　ベースの側部には、床面近傍から上向きにベース横カバーが形成されており、
　肘掛け部は、座部の側部から上向きに延び、上端が外向きに屈曲して、ベース横カバー
を越えて下向きに延びる断面略コ字状の凹所を有しており、
　座部がベースに対して揺動した状態で、肘掛け部とベース横カバーは、常に一部が重な
るように形成されている椅子型マッサージ機。
【請求項８】
　肘掛け部の凹所の前端及びベース横カバーの前面上部は、夫々前方に向けて突出するよ
う略円弧状に形成され、肘掛け部の凹所前端の曲率半径は、ベース横カバーの前面上部の
曲率半径よりも少し大きく形成されている請求項７に記載の椅子型マッサージ機。
【請求項９】
　座部は、ベースに軸支され、軸支部を中心に揺動可能となっており、
　ベース横カバーの側部後端は、上部が後ろ向きに突出した張出部を有し、
　肘掛け部は、後端側が前記張出部に被さるように閉塞した後端閉塞部を有し、
　張出部及び後端閉塞部は、対向面が、軸支部を中心とする曲率の異なる屈曲形状である
請求項７又は請求項８に記載の椅子型マッサージ機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座部が揺動可能な椅子型マッサージ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　椅子型マッサージ機は、床面に載置されるベースと、被施療者の腰掛ける座部、施療者
の凭れる背凭れ部、及び、被施療者の脚を保持する脚部を具える。
　座部は、ベースに揺動可能に支持され、背凭れ部は、座部又はベースに揺動可能に支持
される。また、脚部は、座部の先端に揺動可能に支持される。
　座部、背凭れ部及び脚部には、被施療者の患部をマッサージするマッサージ手段が内蔵
されている。
　マッサージ機には、夫々座部、背凭れ部及び脚部を揺動する揺動手段を具え、被施療者
による操作部の操作に基づいて、座部、背凭れ部及び脚部を所望の角度に揺動させる(例
えば、特許文献１参照)。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３４４３１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、座部は、ベースに対して揺動可能となっているため、座部を揺動させた
ときに、ベースと座部の前端との間に隙間が生じる。この隙間は、座部の揺動角度が大き
くなるにつれて大きくなる。
　ベースと座部の隙間に異物が挟まると、座部の揺動の妨げとなる。また、ベースの内部
には、上記揺動機構や各種制御機構等が収容されているから、異物や埃等がベース内部に
混入すると、誤作動や故障を引き起こすおそれがある。
　そこで、ベースの前面を大きなカバーで塞いでしまうことも考えられるが、座部を揺動
させたときに、揺動角度に応じて大きくなる座部とベースのカバーとの間に生ずる隙間を
塞ぐことはできない。
　また、ベースの前面をすべてを覆うような大きな一枚物のカバーを取り付けると外観が
悪化する問題もあった。
【０００５】
　本発明の目的は、座部が揺動したときに、座部とベースとの間に隙間が生じないように
した椅子型マッサージ機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明の椅子型マッサージ機は、
　床面に載置されるベースと、該ベースに揺動可能に支持され被施療者の腰掛ける座部を
具える椅子型マッサージ機において、
　ベースの前側には、床面近傍から上向きにベース前カバーを具え、
　座部の前側下方には、下向きに座部前カバーを具え、
　ベース前カバーと座部前カバーは、座部がベースに対して揺動した状態で、常に一部が
重なるように形成した。
【０００７】
　ベースの側部には、床面近傍から上向きにベース横カバーが形成されており、
　座部の側面には、座部と一体に揺動する肘掛け部を具え、該肘掛け部は、座部の側部か
ら上向きに延び、上端が外向きに屈曲して、ベース横カバーを越えて下向きに延びるよう
断面略コ字状に形成されており、
　座部がベースに対して揺動した状態で、肘掛け部とベース横カバーは、常に一部が重な
るように形成した。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明の椅子型マッサージ機によれば、座部を揺動させたときに、ベース前カバーと座
部前カバーは常に重なっているから、座部とベースとの間に隙間が生じることはなく、異
物が挟まったり、埃、異物等がベース内に混入することはない。従って、座部の揺動をス
ムーズに行なうことができ、椅子型マッサージ機の動作不良も解消される。
【０００９】
　また、本発明の椅子型マッサージ機によれば、座部と一体に揺動する肘掛け部を具え、
座部を揺動させたときに、ベース横カバーと肘掛け部とが常に重なっているから、肘掛け
部とベースとの間に隙間が生じることはなく、異物が挟まったり、埃、異物がベース内に
混入することはない。従って、肘掛け部の揺動をスムーズに行なうことができ、椅子型マ
ッサージ機の動作不良も解消される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１及び図２は、本発明の椅子型マッサージ機(10)の斜視図である。図１は、座部(20)
及び背凭れを最も起こした状態を示しており、図２は、座部(20)を傾けた状態を示してい
る。
　図に示すように、椅子型マッサージ機(10)は、床面に載置されるベース(12)に、被施療
者の腰掛ける座部(20)が、軸支部(16)を中心として揺動可能に配備されている。ベース(1
2)又は座部(20)には、被施療者の背中が当たる背凭れ部(40)が揺動可能に配備される。座
部(20)の両側には、被施療者が肘を置く肘掛け部(30)(30)が形成されており、該肘掛け部
(30)(30)は、座部(20)と一体に揺動可能となっている。
【００１１】
　座部(20)及び背凭れ部(40)には、施療指やエアバッグ等から構成されるマッサージ手段
(42)(背凭れ部(40)のマッサージ手段のみを図示)を具え、被施療者が椅子に腰掛けた状態
で、各マッサージ手段を作動することで、被施療者にマッサージを施すことができる。
　なお、必要に応じて、座部(20)の前端に、被施療者の脚(ふくらはぎ及び足裏)をマッサ
ージする脚部用のマッサージユニット(図８参照)を揺動可能に配備することもできる。
【００１２】
　図３及び図４は、夫々図１及び図２の側面図である。図１乃至図４に示すように、ベー
ス(12)は、その内部の金属製のベースフレーム(13)の外周をベース前カバー(50)、ベース
横カバー(60)(60)及び背面カバー(18)で包囲して形成される。ベースフレーム(13)は、図
３及び図４に示すように、床面近傍に前後方向に延びる脚フレーム(14)を有し、該脚フレ
ーム(14)の略中央から上方に向けて座部支持フレーム(15)が延びている。
　ベース(12)の前面は、図に示すように、床面近傍から上向きにベース前カバー(50)で包
囲される。ベース前カバー(50)は、床面近傍から床面に対して略垂直に延びる垂直壁部(5
1)と、該垂直壁部(51)に連続し、前方に向けて突出する断面略円弧状の曲板(52)とを有す
る。
　曲板(52)の半径は、座部(20)の軸支部(16)を中心とした仮想円筒の曲率半径に一致させ
ることが望ましい。
【００１３】
　ベース(12)の側面は、図３及び図４に示すように、ベース横カバー(60)(60)により包囲
されている。ベース横カバー(60)(60)の前面上部(64)は、前方に向けて突出する略円弧状
に形成することが望ましい。前面上部(64)の曲率半径は、軸支部(16)を中心とした仮想円
筒の曲率半径に一致させることがより望ましい。
　ベース横カバー(60)(60)の上面(63)は、後端に向けて下向きに傾斜しており、後端で、
図に示すように、後ろ向きに突出した張出部(61)を有する。張出部(61)の後端面(62)は、
軸支部(16)を中心とする断面略円弧状の屈曲形状とすることが望ましい。
【００１４】
　座部(20)は、前記座部支持フレーム(15)に支持される。座部(20)が揺動したときに、背
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凭れ部(40)との間に高低差が生じないようにするために、座部(20)は、後端側で軸支部(1
6)によって座部支持フレーム(15)に枢支されることが望ましい。
　座部(20)は、前側下方に、下向きに延びる座部前カバー(21)を有する。座部前カバー(2
1)は、ベース(12)のベース前カバー(50)に前方から被さるように配置することが望ましい
。ベース前カバー(50)に前方から被さるようにすることで、ベース前カバー(50)と座部前
カバー(21)との間に生じる隙間が下向きに開口することとなり、隙間から埃や異物がベー
ス(12)の内部に殆んど侵入することはない。
　座部前カバー(21)は、前方に向けて突出する断面略円弧状とすることが望ましく、円弧
の半径は、座部(20)の軸支部(16)を中心とした仮想円筒の曲率半径に一致させることがよ
り望ましい。座部前カバー(21)をベース前カバー(50)に対して前方から被さるように構成
する場合、座部前カバー(21)の曲率半径は、ベース前カバー(50)の曲率半径よりも少し大
きくする必要がある。具体的には、ベース前カバー(50)に対して、座部前カバー(21)が摺
接又は極めて接近した状態となるように曲率半径を設定することが望ましい。ベース前カ
バー(50)と座部前カバー(21)との間隔を狭くすることで、異物等の混入、挟み込みを可及
的に阻止することができる。
【００１５】
　肘掛け部(30)(30)は、図１及び図２に示すように、座部(20)の側部に座部(20)と一体に
揺動可能に配備されている。肘掛け部(30)(30)の内側前端は、前記座部前カバー(21)の側
部と接続される。
　肘掛け部(30)(30)は、下面内部に、前記ベース横カバー(60)が嵌まる凹所(32)を有して
いる。該凹所(32)は、ベース横カバー(60)を上側から覆うように、座部(20)の側面から上
向きに延び、上端が外向きに屈曲して、ベース横カバー(60)を越えて下向きに延びる断面
略コ字状の内面を有する。
【００１６】
　肘掛け部(30)の凹所(32)の前端(35)は、前方に向けて突出する略円弧状に形成すること
が望ましい。凹所(32)の前端(35)の曲率半径は、軸支部(16)を中心とした仮想円筒の曲率
半径に一致させることがより望ましく、ベース横カバー(60)の前面上部(64)の曲率半径よ
りも少し大きい曲率半径とすることがより望ましい。具体的には、ベース横カバー(60)の
前面上部(64)に凹所(32)の前端(35)が摺接又は極めて接近した状態となるように曲率半径
を設定することが望ましい。
　肘掛け部(30)の凹所(32)の前端(35)及び前述のベース横カバー(60)の前面上部(64)を夫
々円弧状とすることで、座部(20)と一体に肘掛け部(30)が揺動しても、凹所(32)の前端(3
5)とベース横カバー(60)の前面上部(64)との間隔は同じであり、隙間が広くなることはな
いので、異物が挟まってしまうことはない。
【００１７】
　また、肘掛け部(30)の凹所(32)の後端は閉塞しており、図３及び図４に示すように後端
閉塞部(33)を有する。後端閉塞部(33)は、前述のベース横カバー(60)の張出部(61)との対
向面が、軸支部(16)を中心とする断面略円弧状の屈曲形状とすることが望ましい。
　具体的には、ベース横カバー(60)の張出部(61)に凹所(32)の後端閉塞部(33)が摺接又は
極めて接近した状態となるように屈曲形状の曲率半径を設定することが望ましい。
　肘掛け部(30)の後端閉塞部(33)と、ベース横カバー(60)の張出部(61)とを夫々円弧状と
することで、座部(20)と一体に肘掛け部(30)が揺動しても、後端閉塞部(33)と張出部(61)
との間隔は同じであり、隙間が広くなることはないので、異物が挟まってしまうことはな
い。
【００１８】
　また、肘掛け部(30)の凹所(32)の上面(34)及びベース横カバー(60)の上面(63)は、座部
(20)の揺動に合わせて、肘掛け部(30)の凹所(32)とベース横カバー(60)の上面(63)とが衝
突しないように、後方に向けて下向きに傾斜し、後端側が上向きに屈曲した形状とするこ
とが望ましい。より望ましくは、肘掛け部(30)の揺動時に、上面(34)(63)どうしの少なく
とも一部が常に接触した状態となるようにする。これにより、肘掛け部(30)を揺動させた
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ときに、肘掛け部(30)がぐらつくことを防止できる。
【００１９】
　上記構成の椅子型マッサージ機(10)において、図１及び図３に示す状態から、図２及び
図４に示すように、座部(20)の前方が上向きに持ち上がるように揺動させる。その結果、
座部前カバー(21)は、ベース前カバー(50)に沿って移動する。座部前カバー(21)及びベー
ス前カバー(50)は、共に略円弧状に形成されているから、両カバー(21)(50)の間隔は一定
のまま、座部(20)を揺動させることができる。
　また、座部(20)の前方が最も上向きに持ち上がる状態まで揺動しても、図２及び図４に
示すように、座部前カバー(21)は、ベース前カバー(50)と重なった状態を維持することが
できるので、ベース(12)の内部に埃や異物が侵入したり、ベース(12)に配備された種々の
機構が露出してしまうこともない。
【００２０】
　座部(20)と一体に、肘掛け部(30)(30)も揺動するが、このとき、肘掛け部(30)(30)は、
凹所(32)の前端(35)が、ベース横カバー(60)の前面上部(64)に対してスライドし、凹所(3
2)の後端閉塞部(33)が、ベース横カバー(60)の張出部(61)に沿ってスライドするから、肘
掛け部(30)とベース横カバー(60)との間の間隔は一定のまま、肘掛け部(30)を揺動させる
ことができる。
　また、肘掛け部(30)の前方が最も上向きに持ち上がる状態まで揺動しても、図２及び図
４に示すように、肘掛け部(30)は、ベース横カバー(60)と重なった状態を維持することが
できるので、ベース(12)の内部に埃や異物が侵入したり、ベース(12)に配備された種々の
機構が露出してしまうこともない。
【００２１】
　図２及び図４に示す状態から、図１及び図３に示すように、座部(20)が床面に対してほ
ぼ水平となる状態まで揺動させても、上記と同じように、座部(20)及び肘掛け部(30)(30)
は、ベース(12)に対して、座部前カバー(21)と凹所(32)が、ベース前カバー(50)及びベー
ス横カバー(60)に対して一定の間隔を保持したまま揺動するため、ベース(12)の内部に埃
や異物が侵入したり、ベース(12)に配備された種々の機構が露出してしまうことはない。
【００２２】
　特に、ベース前カバー(50)の曲板(52)と座部前カバー(21)、ベース横カバー(60)の張出
部(61)と肘掛け部(30)の後端閉塞面(33)、ベース横カバー(60)の前面上部(64)と肘掛け部
(30)の前端面(35)の曲率半径を、夫々互いに摺接又は極めて接近するように設定すること
で、異物等の混入や挟み込みを可及的に阻止することができる。
【００２３】
　ベース前カバー(50)と座部前カバー(21)との間の間隔が、種々の原因、例えば、異物の
挟み込みや経年によって広がってしまうことを防止するために、図５乃至図７に示すよう
に、ベース前カバー(50)と座部前カバー(21)とをスライド可能に係合するスリット(53)(5
3)と、該スリット(53)(53)に嵌まる突起(22)(22)を有する構成とすることが望ましい。図
示の例では、ベース前カバー(50)に左右一対のスリット(53)(53)を形成し、座部前カバー
(21)に突起(22)(22)を形成している。突起(22)(22)は、座部前カバー(21)から下向きに延
び、下端がベース前カバー(50)側に向けて屈曲し、スリット(53)(53)を越えて先端(23)(2
3)が脱落不能となるように、スリット(53)(53)よりも幅広に形成している。
　スリット(53)(53)に突起(22)(22)の先端(23)(23)を嵌めることで、ベース前カバー(50)
と座部前カバー(21)との間隔が広がらないよう保持することができる。
　なお、スリット(53)(53)は、ベース前カバー(50)(50)の上端まで延びるように形成して
おくことで、突起(22)(22)をスリット(53)(53)の上端から差し込むことができるし、図６
及び図７に示すように、スリット(53)(53)の上端に突起(22)(22)の先端(23)(23)を差し込
むことができる幅広部(54)(54)を形成してもよい。
【００２４】
　椅子型マッサージ機(10)には、座部(20)、背凭れ部(40)及び肘掛け部(30)(30)の他、図
９に示すように、被施療者の脚(ふくらはぎ及び足裏)マッサージ用のマッサージユニット
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(70)が配備されることがある。この場合、脚部マッサージユニットを制御及び作動させる
ためのコード、脚部マッサージユニット(70)のリクライニング操作(71)のためのワイヤー
、エアバッグ式のものにおいてはエアホース等のケーブル(72)がベース(12)又は座部(20)
から脚部マッサージユニット(70)に延びる。
　脚部マッサージユニット(70)は、座部(20)に対して揺動可能に設けられることが一般的
である。
【００２５】
　そこで、本願発明では、図９及び図１０に示すように、座部前カバー(21)にケーブル(7
2)を保持するためのクランプ部(24)(24)を形成している。
　図示の例では、クランプ部(24)(24)を２個配備している。クランプ部(24)(24)は、座部
前カバー(21)と一体に形成することができ、ケーブル(72)を取り付けるための挿入溝(25)
(25)を有している。クランプ部(24)(24)を座部前カバー(21)と一体に形成することで、部
品点数の削減を達成でき、また、外観を損なうこともない。
【００２６】
　挿入溝(25)(25)は、ケーブル(72)を容易に取り付けることができ、且つ、ケーブル(72)
が脱落しないように、中央に向けて下向きに傾斜するように形成されている。このように
挿入溝(25)(25)を形成することで、図１０Ｂに示すように、挿入溝(25)(25)に沿ってケー
ブル(72)を少し撓ませた状態でクランプ部(24)(24)に装着することができ、装着後、図１
０Ａに示すようにケーブル(72)を引っ張ることで、ケーブル(72)と挿入溝(25)(25)が交差
し、ケーブル(72)が挿入溝(25)(25)から脱落することはない。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、座部を揺動させたときに、ベースと座部との間に生ずる隙間を一定に保持す
ることができ、異物の混入等を防止することのできる椅子型マッサージ機として有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の椅子型マッサージ機の斜視図である。
【図２】座部を揺動させた状態を示す本発明の椅子型マッサージ機の斜視図である。
【図３】図１の椅子型マッサージ機の側面図である。
【図４】図２の椅子型マッサージ機の側面図である。
【図５】カバーにスリット及び突起を具えた椅子型マッサージ機の斜視図である。
【図６】スリット及び突起部分を示す拡大正面図である。
【図７】スリット及び突起部分を示す拡大断面図である。
【図８】脚部マッサージユニットを具えた椅子型マッサージ機の斜視図である。
【図９】図８から脚部マッサージユニットを取り外した状態を示す椅子型マッサージ機の
斜視図である。
【図１０】クランプ部の拡大図である。
【符号の説明】
【００２９】
(10)　椅子型マッサージ機
(12)　ベース
(16)　軸支部
(20)　座部
(21)　座部前カバー
(30)　肘掛け部
(50)　ベース前カバー
(60)　ベース横カバー



(8) JP 2008-43405 A 2008.2.28

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】



(10) JP 2008-43405 A 2008.2.28

【図９】 【図１０】



(11) JP 2008-43405 A 2008.2.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  森田　芳年
            大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号　三洋電機株式会社内
(72)発明者  菅　祐司
            大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号　三洋電機株式会社内
(72)発明者  桑原　将吾
            大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号　三洋電機株式会社内
Ｆターム(参考) 3B099 AA03  BA01  CB00 
　　　　 　　  4C100 AE20  AF20  BB03  DA05  DA06  DA10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

